
 
健康保険組合特定健康診査・保健指導国庫補助金について（注意喚起） 

 
令和８年１月 30 日厚生労働省保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室よ

り、保険者（健康保険組合）に対し、注意喚起がありました。今年度中に確認するよう保
険者（健康保険組合）指示が出ていますので、保健指導会社である当社の状況をご報告い
たします。 
 
【確認事項１】 
１．積極的支援における継続的支援 
(1)メールや手紙で支援を行う際、対象者から返信がなくても支援を実施したものとして、
支援回数に計上していないか。 

(2)メールや手紙を送信していないにもかかわらず支援を実施したものとして、支援回数に
計上していないか。  

(3)当初の支援計画で中間面接を実施することとしていたが、面接を実施せずにメール支援
へ変更したにもかかわらず、面接を実施したものとして、支援回数に計上していない
か。 

《ご報告》 
 
 
 
 
当社においてメールや手紙等による支援を行う場合には、必ず対象者が記載した記録

と、当社指導者が行った指導内容を一対として管理し、対象者に対して手紙またはアプリ
を通じて提示しております（下図参照）。 

 
 

  

 当社では、①対象者とのやり取り（一方的なメール発信）で「メールや手紙支援」を
支援回数として計上することはなく、②支援実施の虚偽申告、③支援形態の虚偽申告 
は直接雇用・指導場所が事務所であることから、あり得ません。 

手紙やアプリで 

対象者へ提示 
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この運用により、「1 往復＝特定保健指導実施者と積極的支援対象者との間で、支援に必
要な情報の共有が図られ、当該特定保健指導実施者が支援を完了したと判断するまで」と
いう要件を明確に確認できる仕組みとしております。 
また、当社の指導者はすべて直接雇用であり、指導は事務所内で実施しております。指

導状況については管理者が一元的に管理しており、虚偽の指導実績や虚偽の指導形態を報
告することは不可能な体制を構築しております。 
 
 
【確認事項 2】 
２.実績評価について  
実績評価の際、腹囲及び体重について、実際の測定値を確認せずに支援完了としていな

いか。 
《ご報告》 

 
 
当社では、最終評価を実施する際に、「最終評価アンケート」（下図参照）を必ず実施し

ており、当該アンケートを通じて腹囲および体重の測定値を取得・確認した上で、支援完
了の判定を行っております。 

 
 
 
 
 

 
 

 当社では、実績評価の際、対象者本人より腹囲及び体重の情報を取得しています。 

体重・腹囲を記載してもらう 


